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インボイス制度に関する周知等について（周知依頼） 

 

平素は本会の活動に対しまして格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

この度、国土交通省および財務省・国税庁より、本年１０月１日から開始さ

れる消費税のインボイス制度（適格請求書等保存方式）について、事業者の皆

さまから多く寄せられるご質問の公表や相談窓口一覧の更新等に関する資料提

供がございました。 
つきましては、ご多忙のところ誠に恐縮ではございますが、貴会会員企業の

皆様へ別添資料の内容について、周知賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

【添付資料】 

通知文（国交省・財務省・国税庁） 

資料１_お問い合わせの多いご質問 

資料２_インボイス制度に関する相談窓口一覧 

資料３_インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項（令和5年11月） 

資料４_登録申請書の書き方 フローチャート 

資料５_リーフレット（対面でのご相談にも対応しています） 

資料６_リーフレット（令和 5 年 10 月 インボイス制度開始後 等） 

以上 

（担当）事業部 川瀬 

TEL 03-3551-9396 

FAX 03-3555-3218 

ﾒｰﾙ jigyo@zenken-net.or.jp 



令和５年 12月 13日 

 

建設業法第 27条の 37の規定に基づく届出団体 御中 

 

国 土 交 通 省 

財 務 省 

国 税 庁 

 

 

インボイス制度に関する周知等について（協力依頼） 

 

 

 平素より建設業行政にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

 

 本年 10 月１日より、消費税のインボイス制度（適格請求書等保存方式）が開始され、貴

団体傘下の建設業者におかれましては、様々なご対応をいただいていることと存じます。 

 

インボイス制度の円滑な定着に向け、下記のとおり、事業者の皆さまから多く寄せられる

ご質問の公表や相談窓口一覧の更新等を行っているところです。 

 

 インボイス制度に関連した各種相談体制・支援策等については、制度開始後においても、

引き続き継続する予定となっております。これまで数次にわたり周知の御協力をお願いして

まいりましたが、インボイス制度の円滑な定着に向け、貴団体傘下の建設業者やその取引先

における対応を的確に進めていただく観点から、引き続き周知・広報にご協力いただきます

ようお願いいたします。 

 

記 

 

資料１ お問合せの多いご質問 

資料２ インボイス制度に関する相談窓口一覧 

資料３ インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項（令和５年 11月） 

資料４ 登録申請書の書き方 フローチャート 

資料５ リーフレット（対面でのご相談にも対応しています） 

資料６ リーフレット（令和５年 10月インボイス制度開始後 等） 

 

 なお、別紙については、資料等の掲載先 URL となっておりますので併せてご活用くださ

い。 

 

以 上 

  



（別 紙） 

【国税庁 インボイス制度特設サイト】 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm  

 

〇 資料１ 

【国税庁 お問い合わせの多いご質問】 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf  

 

〇 資料２ 

【国税庁 インボイス制度に関する相談窓口一覧】 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023002-076.pdf  

 

〇 資料３ 

【国税庁 インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項（令和５年 11月）】 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023011-111.pdf  

 

〇 資料４ 

【国税庁 登録申請書の書き方 フローチャート】 

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0022012-012.pdf  

 

〇 資料５ 

【国税庁 対面でのご相談にも対応しています】 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023009-086.pdf  

 

〇 資料６ 

【国税庁 令和５年 10月インボイス制度開始後】 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023010-121.pdf  

 

【国税庁 消費税の期限内納付・納税資金積立案内、納税に関する総合案内】 

  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/shohizei_kigen.pdf 

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/annai/index.htm#a07 

 

 

 

 



No 問 標 題 内 容 資料

1 ２ 登録の手続 適格請求書発行事業者の登録は、どのような手続で行うのですか。 ☞

2 54
適格請求書に記載
が必要な事項

当社は、事業者に対して飲食料品及び日用雑貨の卸売を行っています。軽減税率制度
の実施後、買手の仕入税額控除のための請求書等の記載事項を満たすものとして、次
の請求書を取引先に交付しています。
今後、適格請求書発行事業者の登録を受け、適格請求書の記載事項を満たす請求書
を取引先に交付したいと考えていますが、どのような記載事項の追加が必要ですか。

☞

3 113
免税事業者等から
の仕入れに係る経
過措置

適格請求書等保存方式の開始後一定期間は、免税事業者等からの仕入税額相当額の
一定割合を控除できる経過措置があるそうですが、この場合の仕入税額控除の要件
について教えてください。

☞

4 １
適格請求書等保存
方式の概要

「適格請求書等保存方式」の概要を教えてください。 ☞

5 94 立替金

当社は、取引先のＢ社に経費を立て替えてもらう場合があります。
この場合、経費の支払先であるＣ社から交付される適格請求書には立替払をしたＢ社
の名称が記載されますが、Ｂ社からこの適格請求書を受領し、保存しておけば、仕入税
額控除のための請求書等の保存要件を満たすこととなりますか。

☞

6 29
売手が負担する振
込手数料相当額

売手からの代金請求について、取引当事者の合意の下で買手が振込手数料相当額を
請求金額から差し引いて支払うことで売手が負担する商慣行があります。この売手が
負担する振込手数料相当額について、売手が代金請求の際に既に適格請求書を交付
している場合に、必要となる対応を教えてください。

☞

7 114

小規模事業者に係
る税額控除に関す
る経過措置〈２割
特例〉

適格請求書等保存方式の開始後一定期間は、適格請求書発行事業者の登録により課
税事業者となった免税事業者については、消費税の申告について簡易に計算できる
経過措置（２割特例）があるそうですが、その内容について教えてください。

☞

8 36
登録日から登録の
通知を受けるまで
の間の取扱い

適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者に対しては、その旨が書面等で通知さ
れるそうですが、登録日から通知を受けるまでの間の取引については、既に請求書
（区分記載請求書等の記載事項である「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込
価額」を記載しており、「税率ごとに区分した消費税額等」の記載はありません。）を交
付しています。改めて、適格請求書の記載事項を満たした書類を交付しなければいけ
ませんか。

☞

9 25 適格請求書の様式 適格請求書の様式は、法令又は通達等で定められていますか。 ☞

10 84
仕入税額控除の要
件

適格請求書等保存方式の下での仕入税額控除の要件を教えてください。 ☞



 

 

 

 

 

目次 
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問⑩（従業員が立替払をした際に受領した適格簡易請求書での仕入税額控除） ................. １４ 

問⑪（実費精算の出張旅費等） ................................................................................... １５ 

問⑫（返信用封筒に貼付した郵便切手に係る仕入税額控除の適用） ................................ １６ 

問⑬（２割特例を適用するよりも簡易課税制度を適用した方が有利な場合） ..................... １７ 

 

 
  

 
 
 

 
 
 

 

以下のＱ＆Ａは、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関す

るＱ＆Ａ（令和５年10月改訂）」の公表後、多く寄せられるご質問について、追加問や

既存問の改訂等として整理し、集約したものです。 

 多く寄せられるご質問 (令和５年11月13日更新) 
 

 



１ 

 

（登録申請の処理状況及び自らの登録番号の確認方法） 

問① 私は先日、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出しましたが、まだ登録通知

を受けていません。登録申請の処理状況を確認したい場合は、どうしたらよいでし

ょうか。 

また、自分の登録番号が記載されている通知書を紛失してしまった場合、どうす

ればよいでしょうか。 

【答】 

１ 登録申請の処理状況の確認方法 

登録申請書については、一時期に大量の登録申請書が提出された場合や、登録申請書

に記載誤り等がある場合、内容の確認が必要になるなど、インボイス登録センターでの

処理に一定の期間を要することとなります。 

現時点における登録申請書を提出してから登録通知までに要する期間は、「インボイ

ス制度特設サイト」の「適格請求書発行事業者の登録件数及び登録通知時期の目安につ

いて」に掲載しています。まずはこの登録通知時期の目安をご確認いただき、当該目安

を超えていた場合は、各国税局（所）インボイス登録センターへお問合せください。 

 

２ ご自身の登録番号がわからなくなった場合の確認方法 

既に登録を受けている事業者の方が自身の登録番号を確認したい場合には、各国税局

（所）インボイス登録センターの案内ページに記載の問合せ先にお問合せください。 

（注）１ 法人番号を有する法人の登録番号は「T＋13 桁の法人番号」となります。

法人番号については、「国税庁法人番号公表サイト」で検索できます。 

２ 登録通知を e-Tax（電子データ）で受領することを希望された場合、e-Tax

（電子データ）で確認ができます。具体的な確認手順は、「インボイス制度特

設サイト」の「申請手続」にある「登録通知データ確認マニュアル」をご参照

ください。 

 



２ 

 

（適格請求書発行事業者公表サイトの検索結果とレシート表記が異なる場合） 

問② 屋号が記載されたレシート（適格簡易請求書）の交付を受けました。当該レシー

トに記載された登録番号に基づき、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」に

て検索した結果、事業者の氏名又は名称のみが表示され、屋号は表示されませんで

した。このような場合、当社は仕入税額控除の適用を受けてよいのでしょうか。 

 

【答】 

適格請求書等に記載する氏名・名称については、電話番号等により適格請求書を交

付する事業者を特定することができれば、屋号や省略した名称などの記載で差し支え

ないこととされています（詳細は「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等

保存方式に関するＱ＆Ａの問 55」をご参照ください。）。 

したがって、その氏名・名称の代わりに屋号が記載された適格請求書等を受領した

事業者においては、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で当該適格請求書等

に記載された登録番号を基にして検索したとしても、その結果として表示された事業

者が当該適格請求書等に記載された屋号の事業者と同一であるか明らかとならないこ

とも考えられます。 

この点、本サイトは、取引先から受領した請求書等に記載されている登録番号が取

引時点において有効なものかを確認するために利用されるものであるため、その登録

番号の有効性が確認できれば、一義的には有効な適格請求書等として取り扱うことと

して差し支えありません（注）。 

（注） 売手が適格請求書発行事業者以外の者であるにも関わらず、自らの登録番号

と誤認されるような英数字が記載されているような場合には、当該請求書等は

適格請求書等に該当しないこととなりますが、適格請求書発行事業者以外の者

がそうした適格請求書又は適格簡易請求書であると誤認されるおそれのある表

示をした書類を交付することや、適格請求書発行事業者が偽りの記載をした適

格請求書又は適格簡易請求書を交付すること、それらの書類の記載事項に係る

電磁的記録を提供することは禁止されており、罰則（１年以下の懲役又は 50

万円以下の罰金）の適用対象となります。 

 スーパー○○ 

03-○○○○-○○○○ 

登録番号T9876543210987 

XX年11月１日 

 

領収書 

牛肉 ※       2,160円 

雑貨         3,300円 

小計         5,460円 

８%対象 2,160円 

10％対象 3,300円 

※は軽減税率対象 

一

致

せ

ず 



３ 

 

また、そうした書類や電磁的記録を受領した事業者において、災害その他や

むを得ない事情により、請求書等の保存をすることができなかったことを証明

した場合には、帳簿や請求書等の保存がなくとも仕入税額控除の適用を受ける

ことが可能です。 

 

（参考）適格請求書を発行する事業者における対応例 

国税庁適格請求書発行事業者公表サイトの検索結果として表示される事業者名とレ

シートに表記した屋号等が異なる場合、売手である適格請求書発行事業者において、

顧客から問合せを受けることも考えられます。 

こうした問合せに対する対応としては、例えば、個人事業者については、申出によ

り「主たる屋号」を公表することが考えられます。 

また、法人については「主たる屋号」の公表ができる仕組みとはなっていません

が、例えば、レシートに、屋号に加えて「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」

に掲載されている運営会社等の名称を併記することや、店頭に「公表サイトには運営

会社等の名称（○○(株)）が表示される」旨を掲示する等の方法によることもご検討

ください。 

 

【適格簡易請求書に運営会社名を表示した場合の例】 

 

  

 スーパー○○ 

運営会社：国税商事(株) 

登録番号T9876543210987 

XX年11月１日 

 

領収書 

牛肉 ※       2,160円 

雑貨         3,300円 

小計         5,460円 

８%対象2,160円 

10％対象3,300円 

※は軽減税率対象 

一

致 



４ 

 

（手書きの領収書による適格簡易請求書の交付） 

問③ 当社は旅館を経営しており、企業に懇親会でご利用いただくこともあります。領

収書の発行を求められたときには手書きで領収書を作成し、交付してきました。こ

れを適格請求書等とするためには、宛名や税率ごとの対象金額・消費税額を明記し

て交付しなければならないのでしょうか。 

また、温泉に入浴した顧客から受け取る対価には入湯税など課税対象外のものも

含まれていますが、どのように記載したらよいでしょうか。 

【答】 

適格請求書等保存方式においては、適格請求書発行事業者が、小売業など不特定か

つ多数の者に課税資産の譲渡等を行う一定の事業を行う場合には、適格請求書に代え

て、適格簡易請求書を交付することが可能です。 

適格簡易請求書の具体的な記載事項は以下のとおりとされており、下記記載例のと

おり、「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載が不要であり、「税率ご

とに区分した消費税額等」又は「適用税率」のいずれか一方の記載で足りることとな

ります。 

また、適格請求書や適格簡易請求書のいずれについても、手書きの領収書等により

交付することが可能であり、課税資産の譲渡等に係る「税込価額」が記載されていれ

ば、「税抜価額」を記載する必要はありません。 

 

 【適格簡易請求書の記載事項】 

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 

② 課税資産の譲渡等を行った年月日 

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容（課税資産の譲渡等が軽減対象課税

資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨） 

④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額 

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率 

 

【手書きの適格簡易請求書の記載例】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）適格簡易請求書の詳細は、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等

保存方式に関するＱ＆Ａの問 58」を、手書きの領収書の詳細は、「消費税の仕

領 収 証 
No.＿＿＿＿＿＿＿＿ 

16,５00  円 

＿＿＿＿＿＿＿＿様 

但   飲食費として        

●年 ●月 ●日 上記正に領収いたしました 

＜金額（税抜・税込）＞  

  ％           

10 ％           

＜消費税額等＞      

  ％           

  ％           

○○県 ○○市 ○○―○○ 

○○旅館 
登録番号 T1234567890123 

宛名は省略可能 

※ 「上様」の表記も可能 

消費税額等又は適用税率

のどちらか一方の記載で

可能 

※ 例の場合、適用税率のみ
の記載（消費税額や税抜価
額の記載は不要） 



５ 

 

入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するＱ＆Ａの問 26」ご参照

ください。 

 

また、課税対象外の取引について適格請求書等の交付義務はありませんが、適格請

求書等に併せて記載することも可能です。その場合には、受け取った対価のうち課税

対象外のものを除いた税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額を内

訳欄に記載してください。 

例えば、旅館に宿泊した顧客から宿泊料 16,500 円の他 150 円を入湯税として受

け取った場合には、領収金額は実際に受け取った 16,650円を記載しつつ、但書きに

「入湯税」を追加するとともに、左下の金額（税抜・税込）欄に課税資産の譲渡等

（宿泊費）に係る税込価額 16,500 円を記載してください。 

 

【課税対象外の取引がある場合の手書きの適格簡易請求書の記載例】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

領 収 証 
No.＿＿＿＿＿＿＿＿ 

16,650  円 

＿＿＿＿＿＿＿＿様 

但   宿泊費・入湯税（150円）として        

●年 ●月 ●日 上記正に領収いたしました 

＜金額（税抜・税込）＞  

  ％           

10 ％   16,500円        

＜消費税額等＞      

  ％           

  ％           

○○県 ○○市 ○○―○○ 

○○旅館 
登録番号 T1234567890123 

適用税率及び税込価額を

記載 

課税対象外の取引も記載

が可能 



６ 

 

（免税事業者の交付する請求書等） 

問④ 私は、免税事業者である個人事業者です。適格請求書等保存方式においては適格

請求書発行事業者しか適格請求書を交付できないとのことですが、免税事業者はこれ

まで出していたような請求書や領収書等を交付することはできないのでしょうか。 

【答】 

適格請求書等保存方式において、適格請求書を交付することができるのは適格請求

書発行事業者に限られます。 

他方、適格請求書発行事業者以外の者であっても、適格請求書に該当しない（適格

請求書の記載事項を満たさない）請求書や領収書等の交付や、それらに記載すべき事

項に係る電磁的記録の提供を行うことは、これまでと同様に可能です（注１）。 

ただし、適格請求書発行事業者以外の者が、適格請求書発行事業者が作成した適格

請求書又は適格簡易請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類（注２）を

交付することや、当該書類の記載事項に係る電磁的記録を提供することは禁止されて

おり、罰則（１年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金）の適用対象となります。 

なお、免税事業者が請求書等に消費税相当額を記載したとしても、それが適格請求

書等と誤認されるおそれのあるものでなければ、基本的に罰則の適用対象となるもの

ではありません。また、免税事業者であっても、仕入れの際に負担した消費税相当額

を取引価格に上乗せして請求することは適正な転嫁として、何ら問題はありません。 

（注）１ 適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、仕入税額相

当額の一定割合（80％、50％）を仕入税額とみなして控除できる経過措置

が設けられていますが、当該経過措置の適用を受けるためには、区分記載請

求書の記載事項を満たした書類等の保存が求められていますので、取引の相

手方からそうした書類等の作成・交付を求められることも考えられます。な

お、保存されている書類が消費税法上の適格請求書か区分記載請求書である

かは、所得税・法人税の必要経費性・損金性に影響を与えるものではありま

せん。 

２ 適格請求書又は適格簡易請求書であると誤認されるおそれのある表示をし

た書類とは、例えば、登録番号（Ｔ＋13 桁の数字）と類似した英数字や、

自身のものではない登録番号を、自らの「登録番号」として記載した書類な

どをいいます。 

（参考）免税事業者等からの仕入れに係る経過措置についての詳細は、「消費税の

仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するＱ＆Ａの問 113」

をご参照ください。 

  



７ 

 

（免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置の適用を受ける場合の請求書等） 

問⑤ 当社の取引先に適格請求書発行事業者以外の方がいるのですが、仕入税額相当額

の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置を受けるためには、どのよう

な請求書や電磁的記録を保存すればよいのでしょうか。また、受け取った請求書等

に「軽減対象資産の譲渡等である旨」等の記載がなかった場合、当社で追記するこ

とはできるのでしょうか。 

【答】 

適格請求書発行事業者以外の者（消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税

事業者）からの課税仕入れであっても、適格請求書等保存方式開始から一定期期間は、

仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられてい

ます。 

ご質問のように、この経過措置の適用を受けるためには、例えば、「80％控除対

象」、「○免」など、当該経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載をした

帳簿及び、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等（区分記載請求書等

に記載すべき事項に係る電磁的記録を含みます。）の保存が必要となります。 

この請求書等の記載事項について、具体的には次の事項となります。 

① 書類の作成者の氏名又は名称 

② 課税資産の譲渡等を行った年月日 

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容（課税資産の譲渡等が軽減対象資産

の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨） 

④ 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額 

⑤ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称 

ご質問の③かっこ書きの「軽減対象資産の譲渡等である旨」及び④の「税率ごとに

合計した課税資産の譲渡等の税込価額」については、受領者が自ら請求書等に追記し

て保存することが認められます。 

なお、提供された請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を整然とした形式及

び明瞭な状態で出力した書面に追記して保存している場合も同様に認められます。 

 

【区分記載請求書等の記載例】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請求書 
○○㈱御中 

㈱△△ 
●年■月分 請求金額    43,600 円 
 ■月１日 割りばし   550 円 
 ■月３日 牛  肉  ※ 5,400 円 

： 
        合  計  43,600 円 

（10％対象 22,000 円） 
（８％対象 21,600 円） 

※は軽減税率対象 

追記が可能 



８ 

 

（買手による適格請求書の修正） 

問⑥ 取引先から受領した適格請求書の記載事項に誤りがありました。この場合、取引

先から修正した適格請求書の交付を受けなければならないと思いますが、例えば、

取引先に電話等で修正事項を伝え、取引先が保存している適格請求書の写しに同様

の修正を行ってもらえば、自ら修正を行った適格請求書の保存で仕入税額控除を行

ってもよいでしょうか。 

【答】 

売手である適格請求書発行事業者は、交付した適格請求書、適格簡易請求書又は適

格返還請求書（電磁的記録により提供を行ったものも含みます。）の記載事項に誤り

があったときは、買手である課税事業者に対して、修正した適格請求書、適格簡易請

求書又は適格返還請求書を交付しなければならないこととされており、買手において

は、追記や修正を行うことは認められていません。 

ただし、買手が作成した一定事項の記載のある仕入明細書等の書類で、売手である

適格請求書発行事業者の確認を受けたものについても、仕入税額控除の適用のために

保存が必要な請求書等に該当しますので、買手において適格請求書の記載事項の誤り

を修正した仕入明細書等を作成し、売手である適格請求書発行事業者に確認を求める

ことも認められます。 

この際、例えば、相互に関連する複数の書類により、仕入明細書等を作成すること

も可能であることから、受領した適格請求書と関連性を明確にした別の書類として修

正した事項を明示したものを作成し、当該修正事項について売手の確認を受けたもの

を保存することも認められます。 

したがって、ご質問のように、受領した適格請求書に買手が自ら修正を加えたもの

であったとしても、その修正した事項について売手に確認を受けることで、その書類

は適格請求書であるのと同時に修正した事項を明示した仕入明細書等にも該当するこ

とから、当該書類を保存することで、仕入税額控除の適用を受けることとして差し支

えありません。 

なお、これらの対応を行った場合でも、売手において当初交付した適格請求書の写

しを保存しなければなりません。また、売手において、売上税額の積上げ計算を行う

場合には、これらの対応により確認を行った仕入明細書等を適格請求書等の写しと同

様の期間・方法により保存する必要があります。 

（参考）仕入明細書等による適格請求書等の誤りの修正についての詳細は、「消費税

の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するＱ＆Ａの問 32」

を、修正した適格請求書の交付方法の詳細については「消費税の仕入税額控除

制度における適格請求書等保存方式に関するＱ＆Ａの問 33」を、適格請求書

と仕入明細書等を一の書類で交付することの詳細については、「消費税の仕入

税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するＱ＆Ａの問 91」を、仕

入明細書を受領した場合における売上税額の積上げ計算の詳細については「消

費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するＱ＆Ａの問

121」をそれぞれご参照ください。 

 



９ 

 

【適格請求書を修正し、適格請求書及び仕入明細書等とする例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

請求書 

(株)○○御中 

△△商事(株) 

T1234567890123 

 

10／１  オレンジジュース   108,000円 

１０／２  キッチンペーパー  113 ,000円 

10／２  リンゴジュース    158,000円 

 

10％ 税抜 1,980,000円 税198,000円 

 ８％ 税抜 1,539,000円 税123,120円 

請求書 

(株)○○御中 

△△商事(株) 

T1234567890123 

 

10／１ オレンジジュース ※ 108,000円 

１０／２  キッチンペーパー  113 ,000円 

10／２ リンゴジュース  ※  158,000円 

 

10％ 税抜 1,980,000円 税198,000円 

 ８％ 税抜 1,539,000円 税123,120円 

※は軽減税率対象 

 

「軽減税率対象品目である旨」の

記載がない 

「軽減税率対象品目である旨」を

買手自ら補完しつつ、補完した旨

を売手である(株)○○へ確認を受け

ることで、適格請求書及び修正事

項を明示した仕入明細書等とな

る。 

訂正事項につき11月１日先方確認済み 



１０ 

 

（適格請求書発行事業者からの課税仕入れに係る経過措置の適用等） 

問⑦ 当社は、仕入先が多数あり、登録番号の記載のない請求書の交付を受けることも

多くあります。この場合、適格請求書発行事業者から交付を受けた登録番号の記載

のない請求書等を含め、登録番号の記載のない請求書等については、一律に、仕入

税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置の適用を受けても

よいでしょうか。 

【答】 

適格請求書発行事業者以外の者（消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税

事業者）からの課税仕入れであっても、適格請求書等保存方式開始から一定期期間は、

仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられてい

ます。 

ただし、当該経過措置の適用は、取引の相手方が適格請求書発行事業者以外の者で

ある場合に限りませんので、例えば適格請求書発行事業者から交付を受けた登録番号

のない請求書等を含め、区分記載請求書等の記載事項を満たしたものの保存がある場

合には、一律に、当該経過措置の適用を受けることとなります。 

 

  



１１ 

 

（売手が負担する振込手数料相当額に係る適格返還請求書） 

問⑧ 当社は飲食料品を販売しており、取引は全て軽減税率（８％）対象となります。

銀行振込みで代金請求するに当たり、取引当事者の合意の下で買手が振込手数料相

当額を請求金額から差し引いて支払うこととしています（代金請求の際に既に適格

請求書を交付しています）。売手である当社としては、売上げに係る対価の返還等

として経理処理することとしていますが、この場合、当社は適格返還請求書を交付

する必要があるのでしょうか。 

【答】 

売手が負担する振込手数料相当額に係る経理処理について、当該振込手数料相当額

を売上げに係る対価の返還等として処理する場合、原則として、買手に対して適格返

還請求書を交付する必要がありますが、一般的には、こうした振込手数料相当額は１

万円未満となると考えられますので、その場合は適格返還請求書の交付義務が免除さ

れることとなります。 

そのため、取引の相手方から適格返還請求書の交付を求められたとしても、交付す

る義務はありません。 

なお、売手が買手に対して売上げに係る対価の返還等を行った場合の適用税率は、

売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等の適用税率に従うこととなり

ます。そのため、軽減税率（８％）対象の課税資産の譲渡等を対象とした振込手数料

相当額の売上値引きには、軽減税率（８％）が適用されます。 

（参考）売手が負担する振込手数料相当額の取扱いについての詳細は、「消費税の仕

入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するＱ＆Ａの問 29」をご

参照ください。 

 

  



１２ 

 

（複数の契約に係る適格請求書の交付の可否） 

問⑨ 当社は、複数の事業所がある顧客との間では、その事業所ごとに契約を締結し、

その代金を毎月まとめて顧客に請求しています。この代金請求に関しては、従来、

毎月の請求額と消費税相当額の合計を記載した請求書に、その内訳として契約ごと

の本体価格と消費税相当額（端数処理済）を記載したものを送付する方法で行って

きました。 

適格請求書等保存方式の開始により、消費税の端数処理については「一の適格請

求書につき、税率ごとに１回」とされたことを踏まえ、一カ月分をまとめて請求す

るのではなく、個々の契約ごとに適格請求書を作成・交付する方法に変更しました

が、交付した適格請求書の写しとして保存すべき量が多量となることや顧客の利便

性も勘案し、複数の契約に係る料金を１カ月分まとめて一の適格請求書で請求する

方法に改めることを検討していますが、問題ないでしょうか。また、その際に気を

付けるべき点としてはどういったことがあるでしょうか。 

【答】 

適格請求書に記載する消費税額等は、適格請求書に記載した税率ごとに合計した課

税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額に、一定の割合（税抜価額の場合100分

の10（又は100分の８）、税込価額の場合110分の10（又は108分の8））を乗じ

て算出し、その算出した消費税額等に１円未満の端数が生じた場合にその端数を処理

するため、適格請求書に記載する消費税額等の端数処理は一の適格請求書につき、税

率ごとに１回行うこととなります。 

ご質問のように、事業所ごとに締結した契約に基づき課税資産の譲渡等を行ってい

るとしても、その課税資産の譲渡等に係る対価の額を請求書内で合計し、適格請求書

の記載事項（課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額）とすることは何ら問題

ありません。 

また、ご質問の場合の適格請求書の記載例としては、「消費税の仕入税額控除制度

における適格請求書等保存方式に関するＱ＆Ａの問66」にあるとおり、例えば、以下

のように課税資産の譲渡等の税込価額を合計し、その合計金額から算出した消費税額

等を記載することにより、適格請求書の記載事項である消費税額等とすることができ

ます。 

なお、契約ごとに算出した消費税額等を参考として記載することは問題ありません

が、法令で求められる適格請求書の記載事項としての消費税額等にはなりませんので

ご留意ください。 
 

 



１３ 

 

  

請求書 
㈱○○御中                       XX年11月1日 

10月分（10/１～10/31） 

ご請求金額 消費税額等（10%） 

96,745円 8,795円 

 

【請求金額内訳】 

契約種別 利用金額（税込） 参考：消費税額等 

Ａ契約 13,157円 1,196円 

Ｂ契約 38,233円 3,475円 

Ｃ契約 45,355円 4,123円 

△△商事㈱ 

登録番号T… 

消費税額等の計算方法は、 

課税資産の譲渡等の税込価額の

合計額である96,745円を適用税

率で割り返して算出しています。 

96,745円×10/110＝8,795円 



１４ 

 

（従業員が立替払をした際に受領した適格簡易請求書での仕入税額控除） 

問⑩ 当社は、事業に必要な消耗品等を従業員が自ら購入し、その際受領した適格簡易

請求書と引き換えに、当該消耗品費を支払っています。この場合、当該適格簡易請

求書の宛名には「従業員名」が記載されているのですが、これをそのまま保存する

ことで、当社は仕入税額控除を行ってもよいでしょうか。 

【答】 

従業員が事業に必要なものとして購入した消耗品等の代金を貴社が負担する場合に

は、それは貴社が負担すべき費用を従業員から立替払いを受けたことになります。 

原則として、本来宛名の記載を求められない適格簡易請求書であったとしても、書

類の交付を受ける事業者の氏名又は名称として仕入税額控除を行う事業者以外の者の

氏名又は名称が記載されている場合には、当該適格簡易請求書をそのまま受領し保存

したとしても、これをもって、仕入税額控除を行うことはできません。 

しかしながら、当該従業員が貴社に所属していることが明らかとなる名簿や当該名

簿の記載事項に係る電磁的記録（以下「従業員名簿等」といいます。）の保存が併せ

て行われているのであれば、宛名に従業員名が記載された適格簡易請求書と、当該従

業員名簿等の保存をもって、貴社は当該消耗品費に係る請求書等の保存要件を満たす

こととして、仕入税額控除を行うこととして差し支えありません。 

なお、従業員名簿等がなく、立替払を行う者である従業員を特定できない場合には、

宛名に従業員名が記載された適格簡易請求書と、従業員が作成した立替金精算書の交

付を受け、その保存が必要となります（詳しくは、「消費税の仕入税額控除制度にお

ける適格請求書等保存方式に関するＱ＆Ａの問 94」をご参照ください。）。 

 

  



１５ 

 

（実費精算の出張旅費等） 

問⑪ 当社は、社員が出張した場合、旅費規程や日当規程に基づき出張旅費や日当を支

払っています。この際、実際にかかった費用に基づき精算を行うため、社員から

は、支払いの際に受け取った適格請求書等を徴求することとしています。この実費

に係る金額について、帳簿のみの保存（従業員等に支給する通常必要と認められる

出張旅費等）により仕入税額控除を行ってもよいでしょうか。 

【答】 

社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行に通常必要であると認

められる部分の金額については、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとし

て取り扱われ、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。 

この社員に対する支給には、概算払いによるもののほか、実費精算されるものも含

まれますので、実費精算に係るものであっても、その旅行に通常必要であると認めら

れる部分の金額については、帳簿のみの保存で仕入税額控除を行うことができます。 

（注） 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる「その旅行に通常必要であると

認められる部分」については、所得税基本通達９－３に基づき判定しますので、

所得税が非課税となる範囲内で、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる

ことになります。詳しくは、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書

等保存方式に関するＱ＆Ａの問 107」をご参照ください。 

（参考）実費精算が貴社により用務先へ直接対価を支払っているものと同視し得る場

合には、通常必要と認められる範囲か否かにかかわらず、他の課税仕入れと同

様、一定の事項を記載した帳簿及び社員の方から徴求した適格請求書等の保存

により仕入税額控除を行うこととなります。 

その際、３万円未満の公共交通機関による旅客の運送など、一定の課税仕入

れに当たるのであれば、当該帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

詳しくは、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関す

るＱ＆Ａの問 104」をご参照ください。 

 

  



１６ 

 

（返信用封筒に貼付した郵便切手に係る仕入税額控除の適用） 

問⑫ 当社は、取引先に書類を送付し、その控えを返信用封筒で当社に送り返してもら

うこととしています。この際、封筒に同封する返信用封筒に郵便切手をあらかじめ

貼付していますが、この郵便切手により返送を受けるという引換給付についても仕

入税額控除を行ってよいでしょうか。 

【答】 

郵便切手類は、購入時においては原則として、課税仕入れには該当せず、役務又は

物品の引換給付を受けた時にその引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなります。 

適格請求書等保存方式においては、仕入税額控除の適用を受けるためには、原則と

して適格請求書等の保存が必要となりますが、郵便切手類のみを対価とする郵便ポス

ト等への投函による郵便サービスは、適格請求書の交付義務が免除されており、買手

においては、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けるこ

とができます。 

この点、ご質問のように、返信用封筒に貼付された郵便切手類（自らが購入した郵

便切手類）により返送を受けるのであれば、郵便切手類のみを対価とする郵便ポスト

等への投函による郵便サービスを受けたものとして、帳簿のみの保存で仕入税額控除

を行うこととして差し支えありません。 

（注） この場合、当該郵便切手類の購入時に仕入税額控除を行うことも可能ですが、

その後、返送を受けないことが明らかとなった際には、その明らかとなった課

税期間において、仕入控除税額を調整することとして差し支えありません。 

 

  



１７ 

 

（２割特例を適用するよりも簡易課税制度を適用した方が有利な場合） 

問⑬ 当社は、ハンドメイド作家が作成した雑貨を仕入れ、小売店に販売する事業を営

んでいる個人事業者です。これまで免税事業者でしたが、令和５年 10 月１日から

適格請求書発行事業者となり、令和５年分について初めて消費税の確定申告を行い

ます。このような場合、消費税の納付税額を軽減できる２割特例や、簡易課税制度

も適用できると思いますが、どのような方法により消費税の申告を行えばよいので

しょうか。 

【答】 

消費税の申告方法は、仕入控除税額について実額で計算する「一般課税」、業種ご

とに決められたみなし仕入率を適用し仕入控除税額を計算する「簡易課税制度」、そ

して、適格請求書等保存方式を機に免税事業者から適格請求書発行事業者となった方

を対象に、売上税額の２割を納税額として計算する「２割特例」による方法がありま

す。 

貴社の行っている事業は、「卸売業」に該当し、簡易課税制度を適用して申告する

場合、90％のみなし仕入率が適用されることになりますので、２割特例を適用する

よりも、消費税の納付金額が少なくなると考えられます。 

２割特例については、適用を受ける旨を確定申告書に付記することで適用できます

が、簡易課税制度は、原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで

に、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります（その課税期間の

基準期間における課税売上高が 5,000 万円以下である場合に限ります。）。しかし、

免税事業者が登録日から課税事業者となる経過措置の適用を受ける場合には、その登

録日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した届出書をその課

税期間中に提出すれば、その課税期間から、簡易課税制度の適用を受けることができ

ることとされています。 

したがって、ご質問のような前提のもと、令和５年分の申告について簡易課税制度

の適用を選択する場合には、課税期間の末日（令和５年 12 月 31 日）まで（注）に

「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。 

なお、多額の設備投資などがあり、課税仕入れ等に係る消費税額が課税売上げに係

る消費税額を上回る場合、一般課税であれば還付税額が生じますが、簡易課税制度や

２割特例を適用している場合には、通常、還付税額が生じることはありませんので、

その点も踏まえ申告方法をご検討ください。 

（注） 課税期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一

般の休日、土曜日又は 12 月 29 日、同月 30 日若しくは同月 31 日であった

としても、これらの日の翌日とはなりませんのでご留意ください。 

（参考）２割特例についての詳細は、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求

書等保存方式に関するＱ＆Ａの問 114」をご参照ください。また、免税事業

者が登録日から課税事業者となる経過措置についての詳細は、「消費税の仕入

税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するＱ＆Ａの問７」を、簡易

課税制度を選択する場合の手続等についての詳細は、「消費税の仕入税額控除

制度における適格請求書等保存方式に関するＱ＆Ａの問９」をご参照ください。 



１８ 

 

 

 

事業区分 みなし仕入率 該当する事業 

第 1 種事業 90％ 
卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更

しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。 

第 2 種事業 80％ 

小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更

しないで販売する事業で第 1 種事業以外のもの)、農業・

林業・漁業（飲食料品の譲渡に係る事業）をいいます。 

第 3 種事業 70％ 

農業・林業・漁業（飲食料品の譲渡に係る事業を除

く）、鉱業、建設業、製造業（製造小売業を含みま

す。）、電気業、ガス業、熱供給業および水道業をい

い、第 1 種事業、第 2 種事業に該当するものおよび加工

賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除

きます。 

第 4 種事業 60％ 

第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業およ

び第 6 種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業

などです。 

なお、第 3 種事業から除かれる加工賃その他これに類す

る料金を対価とする役務の提供を行う事業も第 4 種事業

となります。 

第 5 種事業 50％ 

運輸通信業、金融・保険業 、サービス業（飲食店業に該

当する事業を除きます。）をいい、第 1 種事業から第 3

種事業までの事業に該当する事業を除きます。 

第 6 種事業 40％ 不動産業 



























Q今年、新規開業し、期首から登録を受けるべく登録申請をしたものの、まだ通知が届きません。ど

のようにインボイスを交付すればいいのでしょう？

インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項（１／３）

登録通知が未達の場合の対応

事前にインボイスの交付が遅
れる旨を先方に伝え、通知後
にインボイスを交付する

通知を受けるまでは登録番号の
ない請求書等を交付し、通知後に
改めてインボイスを交付しなおす

通知後にすでに交付した請求書等との関
連性を明らかにした上で、インボイスに不
足する登録番号を書類やメール等でお
知らせする

✓ 例えば、次のような対応が考えられます。

事前にインボイスの交付が遅れる旨を事業
者のHPや店頭にて相手方にお知らせする

事業者のHP等において登録番号を掲示し、相手方にそのペー
ジとレシートを併せて保存してもらう

買手側からの電話等に応じ、登録番号をお知らせし、相手方に
その記録をレシートと併せて保存してもらう

☞ 事後的な交付が困難な小売店等は、次のような
対応が可能です。

まだ番号がわからな
いので、インボイスは
後日交付します

番号を入れたインボイス
は改めて交付します

請求番号●●の請求書
につき、登録番号は
「T1234…」になります

インボイス発行事業者
の登録申請中です。
まだ通知が届いていな
いため、インボイスの交
付が遅れます。
したがって…

………

登録番号は『T1234…』となります。●月●日（登録
通知日）までのレシートをお持ちの方で仕入税額控除
を行う方におきましては、当ページを印刷するなど
の方法により、レシートと併せて保存してください。

T1234…です

登録番号を教えてください



Q売手から受領したインボイスについて、登録番号が適正なものか、取引の都度確認する必要がある
のでしょうか？

Qインボイス公表サイトでの検索結果と、インボイスに記載された名称（屋号）が異なる場合はどう

すればいいですか？

インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項（２／３）

インボイスの適正性の確認

✓ 公表サイトは、取引先から受領した請求書等に記載されている番号が、「登録番号」として取引時点において有効な
ものかを確認するために利用いただくものであり、その有効性が確認できれば、一義的には正しいインボイスとして
取り扱って差し支えありません。

T9876543210987

検索

スーパー〇〇 登録番号が有効であ
れば、正しいインボイ
スとして仕入税額控
除できる

不一致？

✓ インボイスの適正性（番号が有効かどうか）については、事業者においてご確認いただく必要があります。

☞ ただし、必ずしも取引の都度確認する必要はなく、取引先の規模・関係性・取引の継続性などを踏まえ、判断※する
ことになります。

【継続的取引先（大手）】 【継続的取引先（小規模）】 【新規・単発の取引先】

最初の１回 取引時に確認

※ 登録は、自ら届出等しない限り有効で
あり、取消しも課税期間（原則１年）単位
でしかできないため、これらも踏まえて
ご検討ください

年１回



Qクレジットカードでの仕入れは、クレジットカード利用明細書の保存でよいですか？

インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項（３／３）

クレジットカード利用の場合

✓ クレジットカード利用明細書は、一般的にインボイス記載事項を満たす書類には該当しないため、その保存のみで
仕入税額控除はできません。

クレジットカード
利用明細書等 クレジットカード

利用明細書

クレジット払い
消費税法上の「請求書等」（簡易インボイス）
に該当し、これを保存することで、仕入税
額控除できる

従前より、クレジットカード利用明細書
の保存では、仕入税額控除できない

購入時の
領収書等

☞ ただし、例えば、少額特例の対象となる取引や、公共交通機関特例、出張旅費等特例など、インボイス保存不要で
仕入税額控除が可能となる特例の対象となる取引については、クレジットカード利用明細書等に基づいて仕入税額
控除に係る処理を行ったとしても問題ありません。

☞ ただし、例えば、少額特例の対象となる取引や、公共交通機関特例、出張旅費等特例など、インボイス
保存不要で仕入税額控除が可能となる特例の対象となる取引については、クレジットカード利用明細
書に基づいて仕入税額控除に係る処理を行ったとしても問題ありません。

☞ また、ETCの利用に係るクレジットカード利用明細書は、ETC利用照会サービスからダウンロードした利用証明書
（高速道路会社等ごとに任意の一取引）と合わせることで、簡易インボイスの記載事項を満たすものとなるので、そ
の場合は、保存が必要になります。

クレジットカード
利用明細書等

ETCの利用

クレジットカード
利用明細書

ダウンロードした利用証明書
（高速道路会社等ごとに任意
の一取引）

これらを合わせて保存
することで、仕入税額
控除できる





















相 談

無 料

＼FREE!／
でのご相談に

も対応しています
申告書作成について
相談したい

どんな補助金が利用
できるか知りたい

取引先からの不当な要求
について相談したい

お近くの

にご連絡ください。

□ 制度のキホン以外にも聞きたいことがある！という場合にもご要望に応じた
オススメの窓口があります。

□ どこに連絡したらよいかわからない･･･という方もご連絡ください。その際には、
ご要望に応じた適切な窓口をご案内いたします。

□ ご相談内容に応じて、別の窓口へご案内することがありますが、最初にご相
談のあった窓口で訪問予約方法のご案内をいたします。

税務署 青色申告会

よろず支援拠点／商工会・商工会議所

経営について色々
相談したい

記帳方法について
教えてほしい

（一部、会員の方向けの窓口もあります。）

国税庁



税金全般や申告書
の作成方法について相談したい

帳簿の作成方法
について相談したい

経営に関する
相談をしたい

例：どんな事業者支援があるのか知りたい

0570-028-045（ナビダイヤル）

045-330-1365（一般電話）
【受付時間】9：00～17：00（土日祝除く）

独占禁止法・下請法
に関する内容を相談したい

取引上のトラブルを相談したい
例：代金未払、減額、買いたたき

03-3581-3375（直通）
【受付時間】10：00～17：00（土日祝除く）

0120-205-553

（フリーダイヤル：無料）

【受付時間】9:00～17:00（土日祝除く）

対面もOK!

税理士無料オンライン相談案内実施中

0120-418-618
（フリーダイヤル：無料）

【受付時間】9:00～12:00／13:00～17:00

（土日祝除く）

各窓口の所在地や
連絡先の検索はこちら👉










